
令和８年度防火ポスターコンクール 募集要領 

 

１ 主 催 

旭川市消防本部 

 

２ 協 賛 

旭川市防火管理協会 

旭川市危険物安全協会 

旭川市火防協会 

特定非営利活動法人 旭川市消防協会 

 

３ 応募要領 

(1) 応募資格 

旭川市内の小・中学校等に在学する児童・生徒 

(2) 応募区分 

ア 小学校 低・中学年の部（小学１～４年生） 

イ 小学校 高学年の部  （小学５～６年生） 

ウ 中学校の部（中学１～３年生） 

(3) 題材 

火災予防に関するもの（山火事に関するものを除く）  

なお、２０２６年度全国統一防火標語を用いること。（必須） 

２０２６年度全国統一防火標語 

『 火の確認 いい日を支える いい習慣 』 

※２０２６年度全国統一防火標語以外の標語を用いた場合は、 

審査の対象外となります。 
(4) 用紙 

画用紙（四つ切りサイズ：約 382mm×約 542mm）を縦長に使用してください。 

なお、横長で使用した作品は審査対象外となりますので、御注意ください。 

(5) 応募期間 

   令和８年８月３日（月）から令和８年８月３１日（月）まで 

(6) 応募方法 

  個人単位、学校単位どちらも可能です。 

  下記の応募方法のいずれかで応募してください。 

 ア インターネットで応募。 

https://logoform.jp/form/iLZf/1534110 又は、 

右の二次元コードから応募できます。 

 

 

 

https://logoform.jp/form/iLZf/1534110


イ 作品を持参し、応募。 

 作品提出時、承諾書に記載をお願いします。 

応募先 

旭川市東光２７条８丁目 旭川市総合防災センター３階 旭川市消防本部 予防課。 

受付時間 午前８時４５分から午後５時１５分まで 

※ 学校単位で提出（持参）する場合は、取りまとめの上、応募一覧表を添付し、

承諾書に記載し提出をお願いします。  

 

(7) 個人単位で応募について 

 ア 旭川市消防本部から、通学先である学校に対し、氏名・学年を通知します。 

 イ 入賞した場合、生徒、児童の通学先である学校に表彰式の案内、作品の提出等又

は、参加賞の受渡しの御協力をお願いすることがあります。  

 

(8) インターネット応募について 

学校（団体）から応募する場合、１回で最大５枚のポスターを応募できます。５枚

を超える場合は、複数回に分けて応募してください。 

作品を、下図のようにデジタルカメラ・スマートフォンなどで撮影し、申込みフォ

ームからお申込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  写真内に、学校名・学年・区分・作者氏名を書いた紙を置いて、ポスターと紙の    

両方が写るように撮影してください。 

作品が鮮明に写るように撮影してください。 

対応するファイル形式は、「jpg」「png」です。 

画像データのサイズは、１メガバイト程度になるよう調整してください。 

（複数枚同時に応募する際は、画像データの合計が１０メガバイト以下になるようお

願いします。） 

【インターネット応募の注意点】 

※画用紙のサイズは、画用紙（四つ切りサイズ：約 382mm×約 542mm）でお願いします。 

※審査後、入賞した作品の原本は提出していただきます。作品の原本は大切に保管くだ

さい。（原本を御提出いただけない場合、入賞取り消しとなります。） 

 



 

(9) その他 

ア 蛍光色の絵の具等は使用しないでください。 

イ 応募作品は、個人の未発表の作品で１人１点としてください。 

ウ 生成ＡＩを利用した作品は、応募できません。 

エ 必ず、２０２６年度全国統一防火標語を用いてください。  

  

４ 表彰（予定） 

(1) 旭川市消防長賞 

ア 金賞 小学校低・中学年の部１点、小学校高学年の部１点、 

中学校の部１点の計３点 

イ 銀賞 各区分から若干数 

ウ 銅賞 各区分から若干数 

エ 佳作 各区分から若干数 

(2) 特別賞 

ア 旭川市防火管理協会会長賞１点 

イ 旭川市危険物安全協会会長賞１点 

ウ 特定非営利活動法人 旭川市消防協会理事長賞１点 

エ 旭川市火防協会会長賞１点 

※ 各賞受賞者には、賞状及び副賞（図書カード）を贈呈します。 

※ 入選数は応募数によって変動する場合があります。 

 

５ 応募作品の取扱いについて 

(1) 入選作品の著作権は、次に掲げる事項において旭川市消防本部に帰属するものとし、 

作品・学校名・学年・氏名・区分を旭川市役所総合庁舎１階で展示、ホームページで

公開します。 

(2) 入選作品のうち金賞３点を原画として防火広報用ポスターを作成し、火災予防運動

期間に市内の事業所等に配布、掲示します。 

(3) 提出された作品は、要望がないかぎり返却いたしません。 

 

６ その他 

(1) 表彰式（予定） 

   令和８年１０月２２日（木） 

旭川市役所総合庁舎（旭川市７条通９丁目）大会議室Ａ 

※ 入賞者が在学する学校には、事前に通知いたします。 

(2) 展示会（予定） 

令和８年１０月２２日（木）から 令和８年１０月２８日（水）まで  

旭川市役所総合庁舎（旭川市７条通９丁目）１階ロビー 

 


